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研究成果の概要（和文）：本研究は、米国の都市内分権のなかで認定制度化された住民自治組織たる「ネイバー
フッドカウンシル」が生活支援サービス（都市サービス）にかかわるありかた（社会的機能）を、現地調査（制
度調査、ヒアリング）の解明に努めた。2016及び2017年度には、主要な選定都市（シアトル、タコマ、バーミン
ガム、ポートランド）での制度設計確認、また都市内分権の編成とその年サービスについての把握に力点を置い
た。2018年度にはその上で各都市でのネイバーフッドカウンシルがコミットする都市サービスの運営の実相を確
認し、その社会的機能を一定の類型として示した。その成果は、論文5本、国際学会報告5本として公にした。

研究成果の概要（英文）：This research was accomplished by way of institution-, hearing survey on the
 social function of urban services provided by Urban Devolution (neighborhood councils) in US. 
Cities. Birmingham (Alabama), Portland(Oregon), Seattle (Washington), Tacoma (Washington) was 
selected as the test case.  In 2016, 2017, the research put focuses on institution planning, 
structure, and urban services (human services). In 2018 the social dynamics of Urban Devolution was 
presented (especially focusing on how neighborhood councils commit to urban services), and 
classification of the types was tried. Finally, the achievements were publicized as 5 articles, 5 
presentations in international academic associations.  

研究分野： 社会科学

キーワード： 都市内分権　ネイバーフッドカウンシル　シアトル市　タコマ市　まちづくり協議会　エリアマネジメ
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研究成果の学術的意義や社会的意義
都市内分権研究において、J.Berryらの民主主義論的・政治学的視点が諸研究においてつよい影響を及ぼしてき
た。本研究は、それと全く別の視点として、米国の都市内分権の中で認定制度化された住民自治組織「ネイバー
フッドカウンシル」が生活支援サービス（都市サービス）にかかわるありかたを解明しようとしたものである。
　研究の遂行を通じて、都市内分権について影響力が強かったJ.Berryらの民主主義論的視点からは見えること
のなかった、都市サービス供給システムというダイナミクスの中でネイバーフッドカウンシルの機能のあらたな
側面を明らかにする試みを行い、一定の成果を上げたと考える。
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１．研究開始当初の背景 
 
２．研究の目的 
 21 世紀、とりわけ 2010 年以降、深刻な社会変動に直面している米国諸都市において社会的
課題と疎外に対応するものとして、自治体のみならずネイバーフッドカウンシル（地区市民会
議）を核とした都市内分権がどのような社会サービスに関与し、社会的機能を帯びつつあるの
かを明らかにすることが危急の課題である。本研究は、都市内分権の社会的機能解明の基礎的
研究として、米国の諸都市での都市内分権における、地域住民への社会サービスの形成と実態
を諸都市の実例に則して明らかにすることを目的としている。 
 
３．研究の方法 
本研究のテーマ「米国の都市内分権の社会的機能に関する基礎調査研究」は、現実の動向と

密着した極めてアップデートで今後の基礎となる研究であるものであり、それ故に①都市内分
権の核となるネイバーフッドカウンシルの制度設計、②都市内分権の実際的構成の容態、③生
活支援サービスの把握、という三つの実際的な位相を、「都市サービスの供給システム論」
（V.Ostrom)の分析手法に基づいて体系的に明らかにする手法を用いた。 
 

４．研究成果 
 
 米国の都市内分権型住民組織である，ネイバーフッドカウンシルについては，長らく「住民
参加」「民主主義」的視点からの研究がなされてきたが，本稿はその限界を見据えたことから，
「都市サービスの供給システム論」の観点でネイバーフッドカウンシルの実相を明らかにする
試みを行った。本研究を通じて、「米国の都市内分権の社会的機能」という、これまで米国にお
いても、日本においても扱われてこなかった点について、とりわけ V.Ostrom の都市サービスデ
リバリー論を理論的バックとしながらアプローチし、多くのことが得られた①都市内分権の核
となるネイバーフッドカウンシルの制度設計、②都市内分権の実際的構成の容態の調査が本計
画にとって基礎的部分となっているが、その調査の結果、制度と構成は図のようになっている
ことが判明したことをまずもって確認しておきたい（下図）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（典拠：前山総一郎、「米国諸都市における「ネイバーフッドカウンシル」の社会的機能」、 

都市経営、11巻、2019、38 頁：下記の主な発表論文等の「雑誌論文⑤」）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
この調査の上に、大きく三つのことが得られた。 
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（１）「ネイバーフッドカウンシルを生み, 持続させた『基盤』は何か」についての知見 
まず、「ネイバーフッドカウンシルを生み, 持続させた『基盤』は何か」の課題についての新た
な知見が得られた。1970 年代初頭という最も早い時期に設置された、アラバマ州バーミンガム
市の都市内分権（ネイバーフッドカウンシル）をテストケースとして検討した。各種資料収集
とともに，ネイバーフッドカウンシル（ネイバーフッドアソシエーション）の会長，現担当者
へのヒアリング調査を基とした。その結果、特に「都市内分権がおこる運動論」についての知
見が得られた。とりわけ、同市においては、差別・人種隔離が課題として浮かび上がった 1963
年から、 クロスセクションでの（多人種型）市民参加の試みが始まり、1969 年頃, 黒人が市
民リーグ（アーバンニグロ連合等）を結成する動向があり, 黒人層がバーミンガムにおいて大
きなセクションであることが認識される状況となった（新たなアーバンレジーム）。この「新た
なアーバンレジーム」に基づいて, 黒人, 市議会議員等が実質的に討議する過程を通じて, 市
を 99 の区域に分けてそこにネイバーフッドカウンシル（同地ではネイバーフッドアソシエーシ
ョンの名称）を設置される「市民参加プラン」が構築されていったことが判明した。 
 バーミンガムでは, 「公民権運動」が直接的に, ネイバーフッドカウンシル制度を構成する
「市民参加プラン」に結実したということになった。 また、同市民参加計画は, それが長年
衝突・討議を経たため, 策定された後には安定的, 有効なものとなり, 現在まで続いているこ
とも捉えられた。（この部分については、前山総一郎、「米国における都市内分権「ネイバーフ
ッドカウンシル」の形成基盤：バーミンガム市（アラバマ州）の「市民参加プラン」をベンチ
マークとして」、都市経営、10 巻、2018、77-91 （下記の主な発表論文等の「雑誌論文③」）
として刊行した。） 
 
（２）「都市内分権展開の都市レジーム」 
 次に、「都市内分権が展開するにあたりどのような都市レジームができあがるのか」という問
いについて、ワシントン州タコマ市をテストケースとして検討した。なお、都市レジームとは
都市の固有な連携や態勢が形成されている状況のことである。また、調査として、各種資料収
集とともに，ネイバーフッドカウンシルの会長，プログラム・条例策定に携わった当時の担当
者，現担当者へのヒアリング調査を基とした。その結果、1992 年に達成されたネイバーフッド
カウンシルプログラムの設置は，市民の運動（市民による「コミュニティサミット」（1990 年））
とそれを受けての市自治体（行政，議会）の見解のすりあわせによって現実化したこと、また、
「都市レジーム」の観点からすると、それをささえている基盤として、かつての男性中心型・
企業中心型の Corporate Regime から，多様性重視・生活重視の Progressive Regime へと 1990
年前後に転換していたことが見受けられた。つまり、ネイバーフッドカウンシルの政策的形成
は，まさにそのレジームの生成を基盤として政策化され，かつそれを体現するものとして立ち
現われた形となっていた。 
 なおまた、この転換の最中，当時根強く抵抗と恐れが市行政内，また市会議員にあったが，
市長のタスクフォースメンバーによる彼らとの接触が不安感・抵抗感の削減，安定的な政策形
成につながったことが明らかとなった。 
（この部分については前山総一郎、「米国におけるネイバーフッドカウンシルの政策形成と都市
レジーム －タコマ市（ワシントン州）をテストケースとして－」、都市経営、9巻、2016、53-64
（下記の主な発表論文等の「雑誌論文①」）（下記の同「雑誌論文①」）として刊行した。） 
 
（３）「米国の都市内分権が都市サービスにコミットするありよう」 
 第三に、本研究計画の中核をなすテーマとして「米国の都市内分権が都市サービスにコミッ
トするありよう」にアプローチがなされた。 
 この点をあきらかにするため、他方で反照させ現象を浮かび上がらせるために、まずもって
制度的に類似である、日本の都市内分権組織「まちづくり協議会」が都市サービスにコミット
するありようも必要上、調査した。まちづくり協議会の組織的編成，法的側面を確認した後に，
ケーススタディ（日吉台まちづくり協議会（まちづくり推進委員会の名称），広島県福山市）を
おこなった．その結果，まちづくり協議会が区域内の独居高齢者の移送や社会関係づくり（居
場所づくり）といった社会サービス（都市サービス）の直接提供（デリバリー）をおこなって
いる「日吉台高齢者支援プログラム」という事例を検討することにより，①日本のまちづくり
協議会の特質として顕著にプロジェクトにウェイトがあること（coproduction への重心），そ
してその体制づくりのキーが学区連合自治会が協議会の各部署に巧みに組み込まれ力を発揮し
ていることが得られた。②他方で、「公共的なことがらへの『市民参加』」にあっては，そのた
めの器として用意された「まちづくり計画」が地域事業やサービスのビジョニングに専ら関わ
る形となっており，米国のネイバーフッドカウンシルに見受けられるような，市自治体の政策
の審議や逆提起・提案といった強い「市民参加」側面は観察されなかった（市民参加への力点
の薄さ）。に日米の都市内分権組織の機能につき違う側面のありようが確認された．（この部分
については、MAEYAMA, Soichiro, Basic Study on New “Machizukuri Kyogikai” (Japanese-style 
Neighborhood Council) Movement and Its inherent Functions in Japan since 2000、都市経
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営、9巻、2016、89-101（下記の主な発表論文等の「雑誌論文②」）として刊行した。 
 そして、米国の都市内分権の都市サービス供給へのコミットの実態にアクセスした。具体的
には，バーミンガム市（アラバマ州），ポートランド市（オレゴン州），シアトル（ワシントン
州），タコマ市（ワシントン州）の４都市のネイバーフッドカウンシルのプログラムを都市サー
ビス供給システム論（V.オストロム）の視点から分析した。 
 分析の結果，高齢者支援，小学生の登下校見守り，避難要被支援者事業など，人の人生サイ
クルにかかわるヒューマンサービスないし社会サービスに広範に関わる日本のまちづくり協議
会（都市内分権型住民組織）とは異なって，米国のネイバーフッドカウンシルにあっては，組
織自体では直接，都市サービス（地域サービス）に着手することがないことが明らかになった。 
 ただし，街区整備事業（コミュニティガーデン，芸術文化，防犯，歩道整備などの改善）と
いう施設設備という事業実施については，それをネイバーフッドカウンシル域内の小住民グル
ープがそれを実施できるよう，啓発・推薦するという限定的な機能があることが捉えられた。 
（この部分については前山総一郎、前山総一郎、「人口減少・高齢化地域における住民自治組織
（都市内分権型住民自治組織）のダイナミクスとポテンシャル」、日本健康学会誌、査読あり、
84 巻、242-250（下記の主な発表論文等の「雑誌論文④」）、および、⑤ 前山総一郎、「米国
諸都市における「ネイバーフッドカウンシル」の社会的機能」、都市経営、11巻、2019、33-47
（同「雑誌論文⑤」）として刊行した。 
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